
「データ分析・可視化実践講座」実施に係る企画・運営等業務仕様書 

 

１ 概要 

  本仕様書は、一般財団法人山口県デジタル技術振興財団（以下「本財団」という。）

が委託する「データ分析・可視化実践講座」実施に係る企画・運営等業務（以下「本業

務」という。）の提案に関し、必要な仕様を定める。 

 

２ 本業務の趣旨・目的 

  山口県においては、データ利活用の重要性を理解し、データを活用した政策立案能力

等の向上を図るための研修会の開催等に取り組むこととしている。 

本業務は、データ分析の中でも利用頻度が高く、課題発見・仮説立案に直結する可能

性の高い、データ可視化／ＢＩ（Business Intelligence）ツールの活用ノウハウを習

得する研修を実施するものである。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和６年３月３１日（日）まで 

 

４ 委託上限額 

5,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 研修受講対象者及び受講者数 

山口県内の自治体及び企業・団体等の職員を対象とし、３０名程度の受講者を想定し

たものとする。 

 

６ 本業務の内容 

（１）研修講師の確保 

ア 本業務を遂行する上で必要となる分野に通じ、高い専門性を有する人材を確保の上、

本業務の講師として必要人数を配置すること。また、少なくともそのうちの1名以上

は、「Tableau DATA Saber」の認定を受けていること。 

イ  当該講師は、いずれも自治体等を対象に、データ可視化／ＢＩツールの活用に資す

る人材育成又は助言・指導等を行った実績及び知見を有する者であること。 

（２）研修プログラムの構築 

ア  受託者は、本業務の趣旨に沿う研修プログラムを構築し、研修に用いる資料を作成

すること。 

イ  本業務の研修プログラムに使用するデータ可視化／ＢＩツールは、「Tableau」を

使用することとし、必要に応じて関連するツールを任意で選定して使用すること。 

ウ オに掲げる研修プログラム中、①を除いて現地集合型の研修を前提とするが、不測

の事態その他の事情により集合型の研修の開催が困難な場合は、本財団と協議の上、



オンライン型の研修など、別の方法により実施すること。 

エ  研修プログラムの内容は、プログラムの構築過程において、必要に応じて適宜見直

すことができるものとする。 

オ  研修プログラムの内容は、次の５ステップでの実施を想定しているが、本業務が目

的とする人材育成の観点から、より効果的な内容について提案し、本財団と協議の上

決定すること。 

①マインドセット研修 

・ツールの使い方を習得することが目的ではなく、目的を達成するためにツール

を活用してデータ分析する必要があることを、広く分かりやすく説明し、その

後の研修がより効果的なものとなるように、データ利活用に関する基礎的なマ

インドセットを学ぶ研修を行うこと。 

・この研修は、広く多くの方が受講することが望ましいことから、オンライン環

境も活用し、有識者や著名人等による講演・セミナーや事例紹介も含めて、多

くの受講者を募集できるような企画とし、実施すること。 

・また、この研修の受講者を中心に、②以降の受講者を募ることができるような

仕組み・スケジュールを企画すること。 

②基礎研修 

・座学及び演習問題への取り組みを通じて、「Tableau」を用いたグラフ作成に関

する基本的な操作方法の習得について研修を行うこと。 

・基本的な操作手法を学習した後、サンプルデータを用いて、各自が標準的なグ

ラフ描画を学習できる研修を行うこと。 

・他地域での活用・分析事例の紹介を行い、受講者が各自の業務の中でどう活用

できるかを検討する機会を設けること。 

・分析対象データの収集・取得・加工方法について、基本的な考え方や手法につ

いて研修を行うこと。 

③ハンズオン研修 

・受講者が実際に操作を行いながら、「Tableau」を用いたダッシュボードの作成

に関する操作方法の習得について研修を行うこと。 

・講師が予め準備・作成したダッシュボードの作成をハンズオン形式で学習し、

作成したダッシュボードを用いて、データ分析の検討を実施する研修を行うこ

と。 

・作成したダッシュボードを公開する手法について、学習する研修を行うこと。 

・他地域での活用事例等の紹介を行い、受講者が各自の業務の中でどう活用でき

るかを検討する機会を設けること。 

④チャレンジ研修 

・受講者は、自組織が有するデータやオープンデータ等を用いて、各自が設定し

たテーマに沿ったデータの可視化分析を行う研修とすること。 

・データ分析の結果から特徴や課題を抽出し、そこから課題解決のアイデア等を



創出し、取り纏める研修とすること。 

・データ分析に際しては、個人での検討に加え、複数名のグループでの意見交

換・情報交換を行う機会を設けること。 

⑤成果発表会 

・各自もしくはグループごとの分析結果を報告するとともに、現場でのデータ可

視化・ＢＩツールの活用定着を促進するための手法や知見を共有する会を開催

すること。 

・受講者の学習成果について有識者等が講評するなど、受講者の学習効果を評価

する取組を設けること。 

・成果発表会の様子を受講者以外も視聴できるよう、動画として記録し、必要な

編集をすること。 

（３）研修プログラムの実施 

ア  （２）により構築した研修プログラムを実施すること。 

イ  研修の実施方法や回数等については、本財団と協議の上、決定すること。 

ウ  受講者の決定後、研修に係る連絡調整や受講者からの問い合わせ等の体制整備につ

いて、効果的・効率的な提案を行い、本財団と協議の上、決定すること。 

エ  本年度の研修プログラム実施後、次年度以降の人材育成の在り方を検討するため、

業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。 

（４）研修の実施環境 

ア 研修プログラムの企画・実施にあたり、必要なツールは、受託者において調達・整

備すること。ただし、受講者が研修で利用する端末環境（物理的なパソコン）及び当

該端末からインターネットへアクセスできる環境については、本財団で用意すること

が可能であること。 

イ 研修プログラムの実施にあたり、会場は、「やまぐちＤＸ推進拠点『Ｙ－ＢＡＳ

Ｅ』」を利用することが可能であるため、利用日程については本財団と協議すること。 

ウ グループでの意見交換・情報交換を行うための環境は受託者において準備すること。 

エ 研修受講者の募集は、本財団のＨＰ等において実施するが、効果的な募集方法や素

材コンテンツについては、受託者が提案すること。 

オ 受講者の決定は、受講者の官民や年齢・性別等のバランスを踏まえて、多様性を確

保できるよう、本財団において決定する。 

 

７ スケジュール 

  委託期間内における研修実施スケジュールは、受講者の研修受講の効果を最大化する

よう、インターバル期間の設定間隔や開催方法について整理して提案すること。なお、

具体的な研修各回の実施日程及び実施場所・開催方法については、本財団と協議調整の

上、実施する。 

 

８ 実施体制 



（１）受託者は、本業務の実施に当たり、プロジェクト全体を総括する責任者（以下、

「責任者」という。）を配置し、効率的な業務管理を行うこと。 

（２）受託者は、業務遂行における体制を明確にし、作業に従事する者（責任者を含

む。）の氏名及びその連絡先を明記した作業体制表を本契約締結時に提出すること。 

（３）原則として、履行期間を通じ、業務遂行における体制の変更は認めない。ただし、

やむを得ない事情が生じた場合には、本財団に申し出ること。 

（４）責任者は、本業務の経過内容全般を常に把握し、円滑な業務遂行のために定期的に

本財団と連絡調整を図ること。 

（５）本財団は、業務担当者について業務実施に著しく不適当と認められるときは、受託

者に対して理由を明示して変更を求めることができること。 

 

９ 実施計画書の提出 

（１）受託者は、本業務の履行に当たり、あらかじめ、実施体制、実施スケジュール等を

記載した実施計画書を提出し、本財団の承認を得ること。 

（２）受託者は、実施計画書の提出に当たり、キックオフ会議を開催し、実施計画書の内

容について説明を行うこと。 

 

10 成果物 

（１）次に掲げる成果物を提出すること。なお、提出する成果物の様式、記載内容及び納

入期限の詳細については、事前に本財団と協議し承認を受けること。 

ア 実施計画書 

イ 研修資料・教材 

ウ 本事業の実績報告書 

エ その他本事業の実施に伴い作成した資料 

（２）本業務の履行のために作成された成果物等の著作権（著作権法第27条及び第28条に

規定する権利を含む。）その他一切の権利は、本財団に帰属するものとする。 

（３）成果物は、紙媒体及び電子媒体を１部ずつ提出すること。 

11 再委託 

（１）受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ書面により本財団と協議し、承認を得た場合はこの限りではない。 

（２）（１）により本財団が承認した場合には、承認を得た第三者も受託者としての義務

を負うものとし、受託者は、当該第三者にこの義務を遵守させるために必要な措置を

取らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。 

（３）（１）により本財団が承認した場合であっても、受託者は、本財団に対し、承認を

得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 

12 機密保持 

（１）受託者は、本業務の実施に当たって、知り得た情報を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。 



（２）受託者は、本財団から提供された資料等（以下、「資料等」という。）を厳重に取

り扱うものとし、本業務の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならな

い。 

（３）受託者は、資料等を本業務の目的以外のために複写及び加工してはならない。 

（４）受託者は、本業務終了後、速やかに資料等を返還すること。 

 

13 情報セキュリティ管理 

  情報セキュリティ管理については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）、別記「個人情報取扱特記事項」、一般財団法人山口県デジタル技術振興財団プラ

イバシーポリシーのほか、関係法令等を遵守すること。 

 

14 特記事項 

（１）本業務の研修プログラム実施中のツール利用に要する費用、コンサルティング・調

査・報告・交通費等の一切の経費は、本業務の委託金額に含まれるものとする。 

（２）受託者が使用するＷＥＢ会議・研修の実施に必要な設備及び機器等は、受託者の費

用と責任において用意するものとする。 

（３）本財団は、仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、受託者に対

して調査を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求することができるもの

とする。 

（４）契約や支払に関する書類など、本業務の関係資料を業務完了年度の翌年度から起算

して５年間保管すること。 

 

15 その他 

（１）受託者は、本業務の実施に当たっては、山口県及び本財団と常に密接な連携を図

り、事業の各段階で協議を行うこと。また協議内容については、議事録等を作成し、

提出すること。 

（２）本業務の実施に要する費用は、全て受託者の負担とすること。 

（３）写真・説明等に係るデータなどは、受託者において用意すること。なお、その際

は、著作権等の問題が生じないように十分留意すること。 

（４）本業務により提出される成果物については、山口県及び本財団の取組の一環として

公表する可能性があること。 

（５）本仕様書に定めのない事項又は本業務の実施に関し疑義が生じた事項については、

本財団と受託者が協議の上、解決するものとする。 

以上 



 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務の実施に当っては、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57号）及び以下の事項を遵守し、個人の権利利益を害することのな

いよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らして

はならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後において

も、同様とする。 

 

（取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を実施するために取得する個人情報については、当

該業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなけれ

ばならない。 

 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り

得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防

止その他の個人情報の適切な管理のため、アクセス制限の設定、個人情報が記録さ

れている媒体の管理その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責

任体制を確保しなければならない。 

３ 乙は、この契約による業務の従事者に対して、その在職中であると職を退いた後

であるとを問わず、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を

周知させなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第６ 乙は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他正社員以外の労働者

に行わせる場合は、正社員以外の労働者に、この契約に基づく個人情報の取扱いに

関する一切の義務を遵守させるものとする。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任

を負うものとする。 

 

別記 



 

（複写・複製等の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務を実施するた

めに甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又は持ち出し

を行ってはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第８  乙は、この契約による業務を実施するための個人情報の処理は、自ら行うもの

とし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託（乙の子会社（会社

法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委

託する場合を含む。）又はこれに類する行為（以下「再委託」という。）をしてはな

らない。 

２ 乙は、前項の承認を得て再委託をする場合には、再委託先に対し、甲及び乙と同

様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基

づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 

 

（再委託に係る連帯責任） 

第９ 乙は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとす

る。 

 

（再委託先に対する管理及び監督） 

第 10 乙は、再委託をする場合には、再委託をする業務における個人情報の適正な取

扱いを確保するため、再委託先に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から

求められたときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。 

 

（返還、廃棄又は消去） 

第 11 乙は、この契約による業務を実施するために甲から引き渡され、又は乙自らが

取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、直

ちに甲の指示に基づいて返還、廃棄、又は消去しなければならない。 

２ 乙は、前項の資料等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等個人情報が

判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

 

（遵守状況に関する報告） 

第 12 乙は、甲からこの特記事項の遵守状況について報告を求められた場合には、直

ちにその状況を甲に報告しなければならない。 

 

（監査等） 

第 13 甲は、この契約による業務の実施に伴う個人情報の取扱いについて、この特記

事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、

乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査（以下「監査等」という。）を行



 

うことができる。乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、甲又は甲の指

定した者の行う監査等に協力しなければならない。 

２ 甲は、前項の目的を達成するため、乙及び再委託先に対して必要な情報を求め、

又はこの契約による業務の実施に関して必要な指示をすることができる。 

 

（事故発生時における報告等） 

第 14 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人

情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生するおそれのあること（再委託先

により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。）を知ったときは、速やかに

甲に報告し、甲の指示のもとセキュリティ上の補完、情報の修復等の措置をとると

ともに再発防止の措置を講じなければならない。 

２ 甲は、前項の事態が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状

況等を勘案し、乙及び再委託先の名称等の必要な事項を公表することができる。 

 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第 15 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場

合には、この契約を解除することができる。 

２ 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者

が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


